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達成状況確認の詳細（交替制） 

 

１ 対象期間 

工事着手日から現場完了日までの期間をいう。なお、受注者の責によらず交替制による週 

休２日の実施が困難な期間は含まない。 

 

・天候不順（降雨、猛暑、降雪等）による予定外の休日についても、休日日数に含めるもの 

とする。 

・工事着手日とは、工事施工範囲内で何らかの作業（現場事務所等の設営及び起工測量等の 

準備工事を含む）に着手した日をいう。 

・現場完了日とは、工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日をいう。 

・他に対象期間に含まない場合としては、「工事事故等による不稼働期間」、「天災（豪 

雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間」が挙げられる。 

・工事着手日の前や現場完了日の後に行う書類作成・整理は、対象期間外とする。 

・発注者は、やむを得ず対象外とする期間を設定する場合は必要最小限の期間とし、対象外 

とする作業と期間を施工条件総括表に明示するものとするが、災害対応等のやむを得ない 

期間に限定すること。 

 

２ 交替制 

（１）週休２日交替制 

①月単位の週休２日交替制とは、対象期間において、全ての月で技術者及び技能労働者 

が交替しながら４週８休以上の休日を確保する取組をいう。 

②通期の週休２日交替制とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しなが 

ら４週８休以上の休日を確保する取組をいう。 

（３）４週８休以上 

①月単位の４週８休以上とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者が交 

替しながら全ての月で平均休日数の割合（以下「休日率」という。）が、28.5%（8日 

/28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

②通期の４週８休以上とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者が交替 

しながら休日率が、28.5%（8日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

 

・施工体制台帳上の元請け・下請けの技術者及び技能労働者を対象とする。ただし、非常勤 

（臨時）で従事する者、一時的に従事した技術者及び技能労働者は除く。 

・下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とするが、技術者及び技能労働者の従事 

期間が１週間未満の場合は対象外とする。 

・施工体制台帳上の工期のうち実働期間が点々としている場合には、受発注者間協議により 

対象期間について適宜設定するものとする。 
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【月単位の平均休日率の算出】 

技術者・技能労働者の一人あたりの休日日数の割合（％） 

＝ 1 ヶ月の技術者・技能労働者の休日日数 ÷ 1 ヶ月の工期日数 

 

平均休日率（％）＝ 1 ヶ月の全ての技術者・技能労働者の休日日数の割合の合計 

÷ 1 ヶ月の全ての技術者・技能労働者数の合計 

 

・工期日数とは、工事着手日から現場完了日までの期間で技術者及び技能労働者の従事 

期間（1 ヶ月毎）とする。なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時 

中止している期間は含まない。 

・下請けの場合、工期日数は施工体制台帳上の工期から対象外の期間を除いて設定する。 

 

（月単位の休日の算出例） 

1か月目 

 

 

 

 

 

 

2ヵ月目 

 

 

 

 

 

 

 

（月単位の対象工種・確認対象期間） 
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【通期の休日率の算出】 

技術者・技能労働者の一人あたりの休日日数の割合（％） 

＝ 技術者・技能労働者の休日日数 ÷ 工期日数 

 

休日率（％）＝ 技術者・技能労働者の休日日数の割合の合計 

÷ 全ての技術者・技能労働者数の合計 

 

・対象期間とは、工事着手日から現場完了日までの期間で技術者及び技能労働者の従事期間 

とする。なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含 

まない。 

・休日日数の割合は、対象者ごとの「当該工事における休日日数／工期日数※」により算出 

する。 

※工期日数は、前述した対象期間と同様の扱いとする。なお、下請けの場合、工期日数は施 

工体制台帳上の工期から対象外の期間を除いて設定する。 

 

（通期の休日率の算出例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


